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議事３ 保育所の利用定員について 

 

 市内の事業者から、令和４年度から保育所を設置したいので特定教育・保育

施設の確認を受けたいとの申し出がありました。 

  

１ 申し出のあった事業者名及び予定事業内容 

・事業者名   株式会社西高泊保育園 

  ・施設名    西高泊保育園 

  ・施設所在地  山陽小野田市大字西高泊１８６７番１ 

・利用定員   ６０人 

   

２ 市内在住の保育所等入所児童の状況（R3.10.1 現在） 

（単位：人） 

 定員 
入所児童数 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

私立保育所 1,030 89 159 183 193 202 221 1,047 

公立保育所 405 24 38 52 65 56 63 298 

私立小規模保育 32 8 9 12    29 

計 1,467 121 206 247 258 258 284 1,374 

 

３ 待機児童の状況（R3.10.1 現在）   

（単位：人） 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

13 3 1 0 1 0 18 

  ※国が定める待機児童の定義に当てはまらない数も含む。 
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議事４ 保育所・幼稚園の利用定員変更について 

 

１ 定員の設定に係る要件等 

・職員配置と面積基準を満たしていれば、定員を上回る受入は可能。 

 ・保育所は５年度間、幼稚園は２年度間、常に利用定員を超過し、かつ、各

年度の年間平均在所率が 120％を超える場合は、公定価格の減算があり定

員の見直しが必要になる。 

 

 

２ 定員変更施設 

 (1) 焼野保育園＜定員減＞ 

・利用定員           ・近年の入所児童数  

現在      130人 

    令和４年度～ 120人 

    （120％ 144人まで可能） 

 

     

    

(2) 高千帆小百合幼稚園＜定員減＞ 

・利用定員           ・近年の入所児童数  

現在      90人 

    令和４年度～  75人 

    （120％ 90人まで可能） 

 

     

 

(3) 小野田小百合幼稚園＜定員減＞ 

・利用定員           ・近年の入所児童数  

    現在      90人 

    令和４年度～  75人 

（120％ 90人まで可能） 

      

 4月 1日 3月 1日 

R1年度 132人 137人 

R2年度 124人 130人 

R3年度 111人  

 4月 1日 3月 1日 

R1年度 110人 121人 

R2年度 98人 104人 

R3年度 85人  

 4月 1日 3月 1日 

R1年度 110人 107人 

R2年度 103人 103人 

R3年度  84人  


